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１．我孫子市の紹介

我孫子市は、東京の北の玄関といわれる上野駅から40分くらいのところにあ

ります。常磐線が走っており、都内、千葉県、茨城県をつないでいますが、上

野から10分くらいに北千住というところがあり、この後講演される清水さんの

足立区のあるところです。そこからさらに20～25分くらいのところが我孫子市

です。都心から近いということから、1970年代（昭和40年代）に急激に人口が

増加しました。当時の人口が５万人くらいでしたが、今は13万人を超えていま

す。

都心に勤めるサラリーマンが多く、朝早く都心へ出かけて夜遅く帰ってくる

という、いわゆる住宅都市になっています。

千葉県は83市町村が今60位になっており、合併が比較的進んでいます。で名

前が変わって、千葉県民にもなかなかわからない状況ですが、千葉県は半島に

なっていまして、付け根部分の都市部のほうは合併は進んでいません。

全く無いということではなく、我孫子市も隣の柏市、旧沼南町の２市１町で、

合併について協議をしましたが、柏市と沼南町が合併し、我孫子市は独自のま

ちづくりを進める道を選択しました。

そのほか、この地域での合併は、野田市と関宿町というところが一緒になり

ました。

この地域での合併は、今後は無いと思いますが、地域全体で人口が百万人超

えていることから、広域的な取り組みとして政令市に向けての研究を進めてい

ます。

合併しないで独自なまちづくりを進めるということで、自立した都市経営を

確立するため、三つのまちづくり戦略を立て、取り組んでいます。

今、申し上げましたように、70年代に移ってこられた方はまさに団塊の世代
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で、2007年から退職を迎えます。今まで都心に向かっていた人たちが地域に帰

ってきたときに、団塊の世代が持っているさまざまな能力や経験を地域の中で

生かしていく取り組みが必要だろうということで、その支援の取り組みをして

います。団塊の世代に地域の中で活躍してもらうという取り組みが、第一の戦

略です。

二つ目が、実は我孫子市の財政状況は年間300億円余りの予算規模ですが、

そのうち税収は170億円位です。そのうち半分位は個人所得をベースにした個

人市民税で、歳入の根幹となる税収は個人市民税に頼っている状況です。

団塊の世代が定年を迎えて年金生活に入ることになれば、当然、市税に大き

な影響を与えます。団塊の世代についで多い世代は35歳前後の比較的若い世代

です。この人たちに将来にわたり住み続けてもらうため、若い人たちの定住化

施策に取り組んでいます。

この世代は、子育て世代でありますので、子育てしやすいまちづくりの取り

組みを進めています。

もう一つの戦略は、市の経常収支比率は97％と非常に高くなっています。そ

の中でも特に職員人件費が半分くらいを占めています。そのため、三つめの課

題として、税収減の中での持続可能な行政運営を確立するため、スリムで効率

的な市役所とするため、特に人件費の削減に取り組んでいます。

三つのまちづくり戦略は、官と民との役割分担にもつながる取り組みで、こ

うした取り組みの延長に、現在取り組んでいる「提案型公共サービス民営化制

度」があるということをご理解いただきたいと思います。

２．提案型公共サービス民営化制度

制度の概略について、簡単にお話しさせていただきます。民と官が対等な立

場で公共サービスを担う「新しい公共」の創出が求められていますが、これは

全ての公共サービスを行政が担っていくことが困難になってきていることや、

また企業やＮＰＯなど公共サービスを担えるところが育ってきていることを踏

まえて、そういうところと協力しながら、共に公共サービスを担っていく。そ

ういう｢新しい公共｣創りに向けた取り組みの一つとして進めています。

次に、官の発想による委託化から、民の提案に基づく民営化・委託化への転

換ということがありますが、皆さんの自治体でも、行政改革ということで、積
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極的に委託化に取り組まれているのではないかと思います。当市の場合も、例

えば学校給食の調理業務は、中学校は全部委託化が終わりましたし、小学校も

13校のうち、来年度で９校まで委託化することになっており、その後も順次、

委託化を進めていきます。また、清掃関係についても、収集から焼却まですべ

て委託化が完了しています。

今、大きなテーマとして取り組んでいますのは、保育園の委託化です。７園

ありますが、そのうち３園を委託化することにしています。2008年（平成20年）

から１園委託化するということで、来年度１年間は引き継ぎ保育を実施するこ

とにしています。事業者も決まりまして、現在は１園で約２億2000万円の経費

がかかっていますが、プロポーザルの結果、１億6000万円で委託することにな

り、差し引き6000万円のマイナスになります。ただ、単に経費、コストを下げ

るということではなく、保護者の理解も得なければなりませんので、例えば今

は朝７時から夜７時までの保育時間になっていますが、それを９時まで延長す

る。あるいは休日保育を拡大することなど、サービスも充実させることにして

います。

このように、積極的に委託化を進めてきて、非常に大きな成果を上げてきて

います。今までの委託化の取り組みは行政の判断で委託化を進めてきました。

これからももちろん行政内部からの見直しも進めていきますが、今回の制度

では、これは委託できるだろう、これは無理だろうということを行政側で仕分

けしないで、すべての事務事業を公表して、それについて民間から提案を求め

ることにしたものです。法的規制などから、明らかに委託はできないだろうと

いうようなものも含めて公表し、そういうものについて提案があった場合、委

託可能ということになれば、特区や公共サービス改革法に基づく，意見の申し

出を行い、規制の緩和を求めていくことにしています。

そういう制度ですので、いわゆる市場化テストで言うところの官民競争を前

提にしているものではありません。ただ、後で申しあげますが、市場化テスト

につながるようなものもあるのではないかと思っています。

３．導入の背景

今回の制度を導入した背景ですが、冒頭にお話ししたまちづくりの三つの戦

略、あるいは全国的に共通する課題もありますし、我孫子市特有の課題ものも
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あります。

一つ目の背景は、公共サービスの担い手が市内に多様に存在していて、環境

や教育、福祉というところでＮＰＯ法人やいろいろな市民団体が活躍をしてい

ます。それは、私たちのまちには手賀沼という沼があり、かつては汚染度ナン

バーワンでした。70年代にその浄化に向けた市民運動が非常に活発になりまし

た。そういうところから市民運動が活発になって、今も公共サービスの担い手

として多様な団体が育っています。そうした地域の市民団体にさらに公共サー

ビスを担ってもらいたいということです。

二つ目は、冒頭申し上げた団塊の世代の方々が退職し地域に帰ってきたとき

に、経験や能力を生かして地域で活躍していただくということです。ＮＰＯ法

人や市民活動団体に入っていただく、あるいはコミュニティビジネスを起業し、

公共サービスの担い手として活躍していただこうと思っています。

団塊の世代が地域に帰ってきて、新たな公共サービスの受け手ということに

なれば、財政支出の拡大にもつながります。税収減とダブルのマイナス要因と

なります。そうならないためにも、そういう人たちが活躍する機会を作ってい

く必要があると思っています。

それから三つ目は、市では、人口急増に合わせて大量の職員採用を行ってき

ました。

その世代の大量退職が市でもはじまります。2008年（平成20年）から５年間

で今の職員の４分の１（約250名）が退職することになります。

職員数のピークは1997年（平成９）年で、その後、委託化など進めながら、

人員の削減に努めてきました。ピーク時で、1080名余りでしたが、昨年４月で

は、970名余りとなりました。

これからは本格的な大量退職の時期を迎えます。今後の定員管理計画では、

2011年（平成23年）には、860名にすることにしていますので、効率的な執行

体制を造る必要があります。そのためには、委託化を更に拡大するということ

が必要になります。

こういう、大きく三つの背景があります。

４．経緯

2005年の３月議会に、市長が施政方針として、すべての事務事業を公開して
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民間から提案を求めていきたいということを表明しました。これは実は完全な

トップダウンで、大体施政方針ができ上がるのがいつも議会開催日の直前で、

この件についてもやはり直前に市長からこういうことをやるということで我々

に伝えられました。その市長が、今年の１月24日で退任され、新しい市長にな

りましたが、新市長も基本的には前市長の施政を継承していくということで、

この制度についても引き続き取り組んでいくことになっています。

その後、１年後の３月にホームページで公表して制度がスタートしました。

１年もかかったのは、実は事業リストの作成に時間がかかったからです。その

リストは、行政評価の事務事業評価表を活用したものです。行政評価では2005

年度（平成17年度）にすべての事務事業を評価対象にすることにしましたので、

そこから全事務事業のリストを作成しました。このリスト作成に結構時間がか

かりまして，そんなことで一年余り経過してスタートしました。

５．制度の仕組み

行政側で仕分けするのではなく、例外なくすべての事業を公開し、それにつ

いて、提案を求めて、その提案が市民にとってプラスであれば、民営化をして

いくことになります。コスト削減のみがねらいではなく、民間が創意工夫を凝

らすことによって市民サービスが向上することを期待している制度です。

≪資料１≫
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リストには、事業内容、事業費、人件費、事業目的などを明記してあります。

人件費940万（資料１）と出ていますが、これは行政評価の際の統一単価で、

一人当たりの人件費です。

このリスト（資料１）だけを見ればすぐに事業がわかるということではもち

ろんなくて、これは一つのきっかけになるものということで説明をしています。

このリストを見ていただいて、これならば提案ができそうだということになれ

ば、原課にその内容について問い合わせをしていただく、あるいは必要な提案

に向けての情報を把握していただくということになります。

行政評価表には、事業費の詳細な内訳が出ていますし、数値目標や課題など

が載っています。それをまずきっかけとして見ていただき、さらに必要な情報

を把握してもらうことになります。

６．期待される効果

この制度から期待される効果は、冒頭の背景とも関連しますが、やはり民間

への事業開放、コミュニティビジネス創出によるシニア世代の能力を活用して

地域の活性化を図ること、民間らしい創意工夫を凝らした提案をもらうことで、

よりサービスが高度なものになること、委託化の拡大による行政のスリム化、

行財政運営の効率化です。

７．提案方法

提案者は団体だけに限り、個人は除きます。民間企業、ＮＰＯ、市民活動団

体などで、提案した内容を実施することを前提とします。提案した団体が、採

択されればそれを実施するということになります。内容については、繰り返し

になりますが、民間らしい工夫を凝らした提案を期待しています。つまり、今、

市がやっているものをそのまま引き継ぐということではなく、やり方や方法を

変えてサービスが高まるような提案を期待しています。

この制度は初めてということもあり、いろいろやりながら、まずいところが

あれば修正をしていこうということでスタートしており、提案の方法について

も当初と変えています。当初は初めから最終的な提案を期待しました。しかし、

制度がスタートする中で、特にＮＰＯ法人や市民団体からの問い合わせで、事

業の内容がわかりづらいといった問い合せがありました。そのとおりかもしれ



－ 183 －

事例研究－自体現場の最前線に学ぶ

ません。

行政側が今までの積極的に公表していたわけではありませんので、なかなか

わかりづらいだろうと思います。そんなところから、先ほどの事業リストを見

て、こういう提案ならできそうだとなれば、ラフな形での提案も受けつけるこ

とにしました。

その後、提案者と市が協議を積み重ねて、市のほうでは必要な情報を提供す

る、提案者の方でも、業務上の課題や問題点などはいろいろと質問する。そう

いうことを協議しながら最終的な提案に結びつけることにしました。

提出先についても、担当課としていましたが、正直、五十数課ありますので

取り組みについて温度差もありました。そのため、事務局になっている総務課

の職員や私も入って詰めていくことにしました。

８．審査方法

提案してもらった場合、審査ということになりますが、審査は３段階で行い

ます。

まず予備審査ですが、これは審査というよりも、担当課が出てきた提案につ

いて問題点や課題について分析をし、それを次の分科会に上げていきます。で

すから、審査というよりも、むしろ調査・分析・意見をまとめるということで

す。

次の分科会は、これも当初は設定することは考えていなくて、予備審査後に

審査委員会で審査をすることにしていましたが、70を超える提案が寄せられた

ことから、審査委員会だけで審査をすることは困難だろうということで、提案

ごとに分科会を作ることにしました。委員の構成は、提案内容に沿った専門家

の方、受益者（市民）、職員の５名で構成して、そこで業務内容についての審

査を行います。審査の視点は、提案された内容が業務目的に沿っているかどう

か、市民サービスの向上につながるか、あるいはコスト等について審査します。

結果的に25の分科会が行われ、そこに担当課の職員が事務局として運営に当

たり、あるいは分科会の審査の中で意見や質問等を受けることになりましたの

で、結果的に職員にとってもいい効果になったと思っています。

最終的には次の審査委員会で判断します。そこでは官民の役割分担、民間で

行うべきかどうか、その団体の実施能力はどうか、財務状況など問題はないか，
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などについて審査し、最終的な採否を決めていきます。

併せて、事業者とどういう形で契約するか、随意契約でやるのか、あるいは

競争入札でやるのかという選定方法を決めます。審査委員会は５名で構成して

おり、外部委員は３人のかたにお願いしています。先ほど言ったような審査に

なりますので、専門家としては、特に企業の格付けや、あるいはＰＦＩの選考

委員などをされている日本大大学の先生、この方は我孫子市民です。もう一人

の方は、地元の大学の先生で、特に受益者負担を専門としている方です。職員

は企画調整室長と私です。

もう一人の方は、本日、基調講演いただいた大野さんです。

３人の委員の方々には、民営化をどう進めていくかについて、非常に熱心に

審査をしていただいています。

９．審査基準

審査基準としては、事業内容はそれぞれ違いますので、それに沿った形で審

査を行うことになります。分科会と審査委員会の共通した考え方は、何よりも

市民の利益を第一にということ、その他、サービスの向上、地域の活性化とい

うことを視野に入れて審査します。

10．事業者の選定方法

提案内容に独自のアイデアがある場合、あるいは競争入札では提案者の利益

を損なうおそれがある場合は、提案者を事業者として随意契約を結びます。し

かし、提案者以外にも複数の事業者がいると判断されれば、改めて事業者を公

募して競争入札にかけることになります。

11．スケジュール

スケジュールとしては、一次募集が昨年の８月に終わり、今は12月から４月

までの期間で二次募集に入っているところです。一次募集は８月に締め切って

いますが、審査がけっこう長期にわたりまして、結果的に12月初めぐらいまで

ずれ込み、現在、二次募集を進めているところです。
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12．募集結果（一次募集）

提案数は８月末の締め切り現在で79件です。団体別の内訳は、企業がいちば

ん多くて61件、そのほかＮＰＯ法人やその他の団体です。

79件の提案のうち、10件取り下げがありました。これは駆け込み的な提案で、

ラフな提案ということにしましたので、とりあえずリストだけ見て出したとい

う感じです。その後、提案内容について協議したところ、どうも考えていたこ

とと違うということで、10件の取り下げがありました。残り69件のうち、13件

がさらに提案内容について協議していくことになり、56件が審査を終了しまし

た。そのうち、採用になったものが34件ですが、事業内容からすれば民営化や

委託化はできないだろうというものはわずか２件で、それ以外は諸条件が整え

ば、民間でもできる内容だと判断されました。

≪資料２≫
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≪資料３≫

≪資料４≫
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現在委託している事業については23件の提案がありました。それから、今、

行政が直営でやっていることについて31件の提案があって、そのうち20件が採

用になっています。これについては、直ちにすべて実施できるということでは

ありませんが、条件を整備しながら、今後、委託化に向けて進めていくことに

なります。

提案のあった34件の内訳は随意契約が３件で、企業、ＮＰＯ、その他団体が

１件ずつ、それ以外は競争入札で行われます。

13．主な採用提案

市民の健康管理を行っている保健センターで、妊婦対象の産前産後の教室を

やっていますが、今までは市がやっていて、特に保健師が中心になっていまし

た。これについて助産師団体から提案があり、妊婦を専門にしている専門性の

高い団体ですので、これについては採用することになりました。

その他、複数の課にまたがっているものについて、まとめてやりますという

提案です。

14．一次募集を振り返って

この制度自体、民営化ということにこだわった制度ということです。それは

どういうことかというと、行政の委託ではなく、行政の手から完全に離れて民

間団体が完全に責任を持ってやってもらうことを期待しています。

今後、民営化に向けた提案を期待しています。

31件が競争入札になったことについては、条件付き採用ということで、行政

側のほうで課題を整理して、担当課とも協議しながら詰めていくことにしてい

ます。

それから、今回提案していただいた提案者へのアドバンテージをどう確保す

るのかということも大きな課題だと思っています。提案をできるだけ生かして

いくことが大切ではないかと思っています。そのため、今、二次募集を行って

いますが、一次募集で採用になった提案については受付をしないことにしまし

た。

それから、競争による事業者決定ということになるのですが、コストだけの

競争ではなく、プロポーザルや総合評価競争入札制度などを導入して、内容や
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質を評価することにしました。特に総合評価競争入札ということになりますと、

第三者の評価も行いますので、より公正な評価というものが期待できるのでは

ないかと思っています。

15．我孫子市提案型公共サービス民営化制度提案審査結果概要

（資料５参照）

表（資料５）の見方ですが、対象事業の事業名、担当課、提案概要、審査結

果概要があり、最後に民営化等の可否という欄に◎がついているものは、今ま

で市が行っていたものについて新たに委託可能というもの、○は現在委託して

いる事業、提案の採否は○が採用、選定方法は競争入札か随意契約ということ

です。

例えば、随意契約になったものでは、35番に「しあわせママパパ教室」とい

うものがあります。あと二つは52番と53番で、「市民カレッジ」の提案で採用

されたものです。52番がＮＰＯ法人、53番がどちらかというとＮＰＯに近い団

体です。「しあわせママパパ教室」について、経費の面で見ると、受講者の皆

さんから土曜日にやってほしいという強い要望があり、その場合は市の職員が

出ると当然時間外になります。職員が時間外手当てを受けながらやった場合の

費用と、今回、助産師団体がやろうとする費用とほぼ同等になりました。内容

についてかなり専門的なものが期待できるということと、併せて評価され採用

となりました。市民カレッジは市がやった半分くらいの経費で済むことになり

ました。

この三つについては、新年度から新たに予算化して実施することにしていま

す。それ以外のものについても、すでに委託化をしているもので14件提案があ

りましたので、これについても新年度に予算化されることになると思っていま

す。ちょうど今、予算が確定したところですので、今後、予算状況を改めて把

握して、今後の進め方について担当課と協議していきたいと思っています。

市場化テストがらみの話では、15番、16番は市民課でやっている業務につい

ての提案です。一つは人材派遣を活用してやりたいという提案です。もう一つ

の提案は請負です。

二つの提案とも、業務の範囲が公共サービス法の特定業務ということで結果

的に不採用になりました。
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我孫子市提案型公共サービス民営化制度提案審査結果概要（第一次募集分）

≪資料５≫
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それぞれの自治体では、ワンストップサービスを心がけているのではないか

と思います。当市の場合も、転入転出があった場合の手続きは、できる限り一

つの窓口で行うようにしていますので、公共サービス法の特定６業務では現実

的な対応は困難で、そういう面では実情を反映していないということだと思っ

ています。
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もう一つは、今、市民課には出先機関も含めて60名くらいの職員がいますが、

そのうち半分が週30時間の非常勤の職員です。費用比較すると、なかなかその

部分だけ民間委託をするのは非常に難しいなという感じがしています。

先ほど大野さんから、官から民へという流れだけではない、むしろ職員の意

識改革が非常に大切だというお話がありましたが、全くそのとおりだなと思い

ます。そういう点で、予備審査や分科会の設定の中で、あるいはそれ以前の提

案するための協議を通じて、けっこう職員の意識改革にもつながったのではな

いかと思っています。民間に学ぶということが大きな課題にもなっていますが、

今回、提案団体との協議の中で、民間の考え方みたいなものも把握できたので

はないか。それがいい意味で職員の意識の変革につながっていくのではないか

と思っています。

もう一つ、行政が引き続き責任をもって実施するということも当然あっても

いいのではないかと思います。例えば、民間から提案があったものについて、

職員サイドから、行政の方でやったほうが良いサービスを提供できるというよ

うなことが起きてくれば、次の段階として市場化テストにかけていけば良いと

思います。

そうすることによって、サービスの質は更に高まることにもなりますし、ま

た職員の意識改革にも大きくつながっていくだろうと思っています。

最後になりますが、今いろいろな団体で民営化への取り組みが行われていま

す。ただ、よく見ると、やはり地域の実情に合わせた取り組みだと思うのです。

今日紹介した我孫子市の取り組みが同様に行われるということにはならないと

思います。

やはり、今までその自治体が取り組んできた行革の取り組み状況、地域の実

情を踏まえていかなければならないと思います。その一つのきっかけとして、

今日は我孫子市の取り組みを紹介させていただきました。

様々な地域で、地域の実情に応じていろいろな取り組みが行われて行けば、

民営化への大きな流れとなっていくのではないかと思っています。

私どもの取り組みについて、ご意見なりご批判を頂ければありがたいと思い

ますし、皆さんの団体でもさまざまな取り組みが行われることを期待しています。

ご静聴、どうもありがとうございました。




